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(57)【要約】
【課題】生体の振動などの計測対象の振動の計測を容易
できる。
【解決手段】生体情報計測装置１２は、圧電センサ３０
の計測値ｘが演算処理部１８入力されて、計測値ｘの標
準偏差σが演算される。判定部２０では、標準偏差σと
予め設定されている基準値Ｔｈとが比較されて、計測開
始タイミング及び計測終了タイミングを判定する。出力
部２２は、計測開始タイミングに至ったと判定されると
、計測終了タイミングに達したと判定されるまで、圧電
センサ３０の計測値ｘを出力する。これにより、計測対
象が発する振動の計測が容易になって、不要な計測値ｘ
が記憶されるのを抑制できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する圧電体が一対の電極間に設けられ、計測対象の振動によって前記圧電体
が変位することで該変位に応じて変化する電位差が前記一対の電極間に生じる圧電センサ
と、
　前記圧電センサの前記一対の電極間の電位差を検出して、該電位差に応じた計測値を出
力する計測部と、
　所与の時間の間隔で、該時間内における前記圧電センサの前記計測値の標準偏差を演算
する演算部と、
　前記標準偏差と該標準偏差について所与の基準値とを比較して、前記圧電センサの計測
値を出力するか否かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果に基づいて前記圧電センサの計測値を出力する出力部と、
　を含む振動計測装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記標準偏差が前記基準値以上となった場合に、前記圧電センサの計測
値を出力すると判定する請求項１記載の振動計測装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記標準偏差が前記基準値に満たなくなった場合に、前記圧電センサの
計測値の出力を停止すると判定する請求項２記載の振動計測装置。
【請求項４】
　前記出力部から出力される前記圧電センサの計測値を記録する記録部を含む請求項１か
ら請求項３の何れか１項記載の振動計測装置。
【請求項５】
　複数の前記圧電センサによって構成されるセンサ群を備え、
　前記計測部は、複数の前記圧電センサの各々の計測値を出力し、
　前記演算部は、複数の前記圧電センサの各々の前記所与の時間内の標準偏差を演算し、
　前記判定部は、複数の前記圧電センサの各々の前記標準偏差と前記基準値とを比較して
、計測値を出力するか否かを判定する請求項１から請求項４の何れか１項記載の振動計測
装置。
【請求項６】
　前記センサ群を複数備え、
　前記判定部は、前記センサ群ごとに、複数の前記圧電センサの各々の前記標準偏差と前
記基準値とを比較して、計測値を出力するか否かを判定し、
　前記出力部は、前記センサ群ごとに前記圧電センサの計測値を出力する請求項５記載の
振動計測装置。
【請求項７】
　前記演算部は、前記圧電センサごとの前記所与の時間内の計測値の前記標準偏差と共に
、該計測値の平均値を演算し、
　前記判定部は、前記圧電センサごとの前記平均値及び前記標準偏差に基づいて、計測値
を出力する圧電センサを選択する選択部を含み、
　前記出力部は、前記選択部において選択された前記圧電センサの計測値を出力する請求
項５又は請求項６記載の振動計測装置。
【請求項８】
　前記選択部は、前記標準偏差に対する前記平均値の比が大きい圧電センサを選択する請
求項７記載の振動計測装置。
【請求項９】
　前記選択部は、前記標準偏差に対する前記平均値の比が大きい順に一つ又は複数の圧電
センサを選択する請求項７又は請求項８記載の振動計測装置。
【請求項１０】
　前記選択部は、前記標準偏差に対する前記平均値の比の大きい順が変化した場合に、前
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記標準偏差に対する前記平均値の比が大きい順に一つ又は複数の圧電センサを選択する請
求項９記載の振動計測装置。
【請求項１１】
　前記圧電センサは、前記計測対象が着用する着衣に設けられた請求項１から請求項１０
の何れか１項記載の振動計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、生体等の計測対象の振動を計測する振動計測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野に限らず各種の分野において、人などの生体についての体動、心拍（脈
拍）、呼気（呼吸数）等の生体情報の計測が行われると共に、計測結果に基づいて生体に
対する各種の判定が行われている。
【０００３】
　特許文献１には、生体信号検出手段としてケーブル状の圧電センサを用いて生体の心拍
や呼吸などに同期した体動信号を検出し、検出した体動信号に基づいて生体の生理心理状
態を判定する生体状態判定装置が提案されている。また、特許文献１の生体状態判定装置
は、生体信号検出手段によって検出された生体信号データのリアブノフ指数を演算し、リ
アブノフ指数の平均値と標準偏差の少なくとも一つに基づいて生体の生理心理状態を判定
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２５２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、振動情報の計測を開始するタイミングが明らかである場合、例えば、スイッ
チ操作によって振動情報の計測を開始することができる。しかし、スイッチ操作等により
計測を開始することを忘れてしまい、振動情報を計測できないことがある。振動情報を確
実に取得する方法としては、振動が計測装置に印加される前から計測装置を継続的に作動
させる方法があり、これにより、スイッチ操作を行うタイミングを気にすることなく、計
測装置に印加された振動の情報を確実に取得することができる。しかし、この方法では、
振動情報以外のデータも蓄積されるので、蓄積されるデータ量が多くなると共に、蓄積さ
れたデータから振動情報に関するデータを抽出する作業が煩雑となる。
【０００６】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、生体情報としての生体の振動などの計
測対象の振動の計測を容易にできる振動計測装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明の具体的手段は、以下の通りである。
＜１＞　可撓性を有する圧電体が一対の電極間に設けられ、計測対象の振動によって前記
圧電体が変位することで該変位に応じて変化する電位差が前記一対の電極間に生じる圧電
センサと、
　前記圧電センサの前記一対の電極間の電位差を検出して、該電位差に応じた計測値を出
力する計測部と、
　所与の時間の間隔で、該時間内における前記圧電センサの前記計測値の標準偏差を演算
する演算部と、
　前記標準偏差と該標準偏差について所与の基準値とを比較して、前記圧電センサの計測
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値を出力するか否かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果に基づいて前記圧電センサの計測値を出力する出力部と、
　を含む振動計測装置。
【０００８】
＜２＞　前記判定部は、前記標準偏差が前記基準値以上となった場合に、前記圧電センサ
の計測値を出力すると判定する＜１＞の振動計測装置。
＜３＞　前記判定部は、前記標準偏差が前記基準値に満たなくなった場合に、前記圧電セ
ンサの計測値の出力を停止すると判定する＜２＞の振動計測装置。
＜４＞　前記出力部から出力される前記圧電センサの計測値を記録する記録部を含む＜１
＞から＜３＞の何れかの振動計測装置。
【０００９】
＜５＞　複数の前記圧電センサによって構成されるセンサ群を備え、
　前記計測部は、複数の前記圧電センサの各々の計測値を出力し、
　前記演算部は、複数の前記圧電センサの各々の前記所与の時間内の標準偏差を演算し、
　前記判定部は、複数の前記圧電センサの各々の前記標準偏差と前記基準値とを比較して
、計測値を出力するか否かを判定する＜１＞から＜４＞の何れかの振動計測装置。
＜６＞　前記センサ群を複数備え、
　前記判定部は、前記センサ群ごとに、複数の前記圧電センサの各々の前記標準偏差と前
記基準値とを比較して、計測値を出力するか否かを判定し、
　前記出力部は、前記センサ群ごとに前記圧電センサの計測値を出力する＜５＞の振動計
測装置。
【００１０】
＜７＞　前記演算部は、前記圧電センサごとの前記所与の時間内の計測値の前記標準偏差
と共に、該計測値の平均値を演算し、
　前記判定部は、前記圧電センサごとの前記平均値及び前記標準偏差に基づいて、計測値
を出力する圧電センサを選択する選択部を含み、
　前記出力部は、前記選択部において選択された前記圧電センサの計測値を出力する＜５
＞又は＜６＞の振動計測装置。
＜８＞　前記選択部は、前記標準偏差に対する前記平均値の比が大きい圧電センサを選択
する＜７＞の振動計測装置。
＜９＞　前記選択部は、前記標準偏差に対する前記平均値の比が大きい順に一つ又は複数
の圧電センサを選択する＜７＞又は＜８＞の振動計測装置。
＜１０＞　前記選択部は、前記標準偏差に対する前記平均値の比の大きい順が変化した場
合に、前記標準偏差に対する前記平均値の比が大きい順に一つ又は複数の圧電センサを選
択する＜９＞の振動計測装置。
【００１１】
＜１１＞　前記圧電センサは、前記計測対象が着用する着衣に設けられた＜１＞から＜１
０＞の何れかの振動計測装置。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の態様によれば、生体情報としての生体の振動などの計測対象の振動の計測を容
易にできる、という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施の形態に係る生体情報計測システムの概略構成を示すブロック図であ
る。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）の各々は、第１の実施の形態に係る圧電センサの概略構成図であ
る。
【図３】第１の実施の形態の生体情報計測装置における計測処理の概略を示す流れ図であ
る。
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【図４】第２の実施の形態に係る生体情報計測システムの概略構成を示すブロック図であ
る。
【図５】第２の実施の形態に係る圧電センサの装着例を示す概略図である。
【図６】第３の実施の形態に係る生体情報計測システムの概略構成を示すブロック図であ
る。
【図７】第３の実施の形態に係る圧電センサの取り付け例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。
　本発明の一態様は、加振されることで変位する可撓性を有する圧電体が一対の電極の少
なくとも一方に設けられ、圧電体が変位することで該変位に応じて変化する電位差が前記
一対の電極間に生じる圧電センサと、計測対象に設けられた圧電センサの一対の電極間の
電位差を検出して、該電位差に応じた計測値を出力する計測部と、所与の時間間隔で、該
時間内における圧電センサの計測値の標準偏差を演算する演算部と、前記標準偏差と該標
準偏差について予め設定された基準値とを比較して、前記圧電センサの計測値を出力する
か否かを判定する判定部と、前記判定部の判定結果に基づいて前記圧電センサの計測値を
出力する出力部と、を含む。
【００１５】
　また、本態様における判定部は、標準偏差が基準値以上となった場合に、圧電センサの
計測値を出力すると判定することを含んでもよく、判定部は、標準偏差が基準値に満たな
くなった場合に、圧電センサの計測値の出力を停止すると判定することを含んでもよい。
　また、本態様は、出力部から出力される圧電センサの計測値を記録する記録部を含むこ
とがより好ましい。
【００１６】
　本態様における圧電センサは、計測対象が着用する着衣に設けることができる。
　本態様では、測定対象の一例として生体としての人（測定対象者）を適用し、以下では
、振動計測装置としての生体情報計測装置を例に説明する。生体情報計測装置は、生体情
報として測定対象者から発せられる振動を計測する。計測対象者の振動には、測定対象者
の脈拍（心拍）、体動、呼吸時に発生する振動、筋振動などが含まれ、生体情報計測装置
は、これらの振動のうちの少なくとも一つの振動の計測に用いられる。
【００１７】
〔第１の実施の形態〕　
　図１には、第１の実施の形態に係る振動計測装置としての生体情報計測システム１０の
概略構成がブロック図にて示されている。
【００１８】
　図１に示すように、生体情報計測システム１０には、振動計測部としての生体情報計測
装置１２、及び記録部としての記録装置１４が設けられている。生体情報計測装置１２に
は、計測部１６、演算部としての演算処理部１８、判定部２０及び出力部２２が設けられ
ている。また、記録装置１４には、データ記録部２４及びデータ出力部２６が設けられて
いる。
【００１９】
　生体情報計測装置１２の計測部１６は、Ａ／Ｄ変換部２８及び検出手段としての圧電セ
ンサ３０を備えている。圧電センサ３０は、可撓性を有しており、振動されるなどして外
力が加えられることで変位が生じ、変位に応じた計測値（アナログ信号）を出力する。圧
電センサ３０は、計測対象者に装着されることで、計測対象者が発する振動等の計測に用
いられる。圧電センサ３０は、粘着性を有するシート体に配置されて測定対象者の体に貼
付されるなどして設けてもよく、測定対象者の体に接触するアンダーウェアなどの着衣に
設けられてもよい。また、計測対象者が座席などに着座した状態で計測する場合には、圧
電センサ３０は、座席のシートやシートバックなどの部材に設けてられてもよい。
【００２０】
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　Ａ／Ｄ変換部２８は、Ａ／Ｄ変換器（図示省略）を備えており、Ａ／Ｄ変換部２８は、
圧電センサ３０の計測値に対して所定のサンプリング周期で信号変換（アナログ／デジタ
ル変換）を行う。これにより、圧電センサ３０の計測値ｘが時間（サンプリング周期）ｔ
ｓの間隔にて出力される。Ａ／Ｄ変換部２８におけるサンプリング周期（時間ｔｓ）は、
計測する振動周期に対してサンプリング定理に基づいて設定されればよい。
【００２１】
　本態様の圧電センサは、加振されることで変位する可撓性を有する圧電体が一対の電極
間に設けられ、圧電体が変位することで該変位に応じて変化する電位差が一対の電極間に
生じる。
【００２２】
　また、本態様の圧電センサは、一対の電極の一方が線状の内部導体であり、一対の電極
の他方が、筒状の外周導体であり、外周導体の内部に内部導体が同軸上に設けられている
ことが好ましい。また、圧電センサの圧電体は、有機圧電材料が用いられた長尺とされ、
内部導体に対して一方向に螺旋状に巻回されて設けることができる。
【００２３】
　第１の実施の形態において、圧電センサ３０は、一対の電極として互いに対向された第
１の導体及び第２の導体を備えており、第１の導体及び第２の導体は、外力によって変位
可能にされている。第１の導体と第２の導体との間には、絶縁体としての圧電体が配置さ
れており、圧電体は、印加された張力によって変位されることで、分極が発生する。
【００２４】
　圧電センサ３０が受ける外力には、圧電センサ３０が直接的に受ける引張、加圧及び屈
曲が含まれると共に、圧電センサ３０が受ける振動が含まれる。圧電センサ３０の変位に
は、入力された外力による部分的又は全体的な伸長、圧縮などの復帰可能な変位が含まれ
る。
【００２５】
　圧電センサ３０は、外力によって第１の導体及び第２の導体が変位されることで、変位
に応じて圧電体に分極及び分極によって電荷が誘起し、第１の導体と第２の導体との間に
電位差が生じる構成とされている。
【００２６】
　図２（Ａ）には、圧電センサ３０の概略構成が示されている。
　図２（Ａ）に示すように、圧電センサ３０は、第１の導体及び第２の導体（一対の電極
）の一方が棒状又は糸状（線状）の内部導体３２とされ、第１の導体及び第２の導体の他
方が筒形状にされて内部導体３２の周囲を囲う外周導体３４とされている。圧電センサ３
０は、外周導体３４と略同軸上に内部導体３２が配置されてライン状（同軸ケーブル状）
に形成されており、内部導体３２と外周導体３４との間には、絶縁体としての圧電体３６
が配置されている。圧電センサ３０では、入力された外力に応じて内部導体３２と外周導
体３４との間の圧電体３６に変位が生じ、変位が生じることで圧電体３６に分極が生じる
。圧電センサ３０は、圧電体３６に分極が生じることで、内部導体３２と外周導体３４と
の間に生じている電位差が変化する。
【００２７】
　圧電センサ３０の内部導体３２としては、任意の導体を用いることができるが、錦糸線
であることがより好ましい。錦糸線の形態は、繊維に対して、圧延銅箔が螺旋状に巻回さ
れた構造を有するが、電気伝導度の高い銅が用いられていることにより出力インピーダン
スを低下させることが可能となり、電圧信号の検出が容易となると共に、圧電感度、及び
圧電出力の安定性をより向上できる。
【００２８】
　圧電センサ３０には、有機物（有機化合物、有機圧電材料）であり、光学活性を有する
ヘリカルキラル高分子（Ａ）を含む長尺状の圧電体３６が用いられている。なお、圧電セ
ンサ３０は、内部導体３２及び外周導体３４（第１の導体及び第２の導体）の一方に圧電
体３６が設けられていればよい。
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【００２９】
　圧電体３６に含まれるヘリカルキラル高分子（Ａ）としては、圧電性をより向上させる
観点から、下記式（１）で表される繰り返し単位を含む主鎖を有するポリ乳酸（polylact
ic　acid：ＰＬＡ）系高分子であることが好ましく、また、Ｄ体又はＬ体からなることが
好ましい。圧電体３６は、長さ方向とヘリカルキラル高分子（Ａ）の主配向とが略平行と
されており、圧電体３６は、配向度Ｆが、０．５以上、１．０未満とされている。なお、
ヘリカルキラル高分子（Ａ）の主配向方向とは、ヘリカルキラル高分子（Ａ）の主たる配
向方向を意味する。また、配向度Ｆは、圧電体３６に含まれるヘリカルキラル高分子（Ａ
）の配向の度合いを示す指標であり、例えば、広角Ｘ線回折装置（リガク社製 ＲＩＮＴ
２５５０、付属装置：回転試料台、Ｘ線源：ＣｕＫα、出力：４０ｋＶ ３７０ｍＡ、検
出器：シンチレーションカウンター）により測定されるｃ軸配向度である。圧電体３６の
ヘリカルキラル高分子（Ａ）の主配向方向は、圧電体３６の配向度Ｆを測定することによ
って確認できる。
【００３０】

【化１】

【００３１】
　外周導体３４には、内部導体３２の外周面に沿いかつ隙間がないようにされて、圧電体
３６が一方向に螺旋状に巻回されて形成されている。外周導体３４は、帯状の導体の少な
くとも一方の面に圧電体３６が設けられ、圧電体３６と共に内部導体３２に対して一方向
に螺旋状に巻回されることで、筒状に形成されてもよい。圧電体３６は、一方向に螺旋状
に巻回されていることで、外周導体３４に加圧（例えば、径方向外側からの押圧）、引張
、屈曲等を生じさせる外力を受けた際に、長さ方向に張力（応力）が印加される。圧電体
３６は、長さ方向に張力（応力）が印加されることで変位し、ヘリカルキラル高分子（Ａ
）にずり力が加わり、外周導体３４の径方向にヘリカルキラル高分子（Ａ）の分極が生じ
る。その分極方向は、螺旋状に巻回された圧電体３６を、その長さ方向に対して平面と見
做せる程度の微小領域の集合体とみなした場合、その構成する微小領域の平面に、張力（
応力）に起因したずり力がヘリカルキラル高分子（Ａ）に印加された際の、圧電応力定数
に起因して発生する電界の方向と略一致する。
【００３２】
　具体的には、例えばポリ乳酸（ＰＬＡ）において分子構造が左巻き螺旋構造からなるＬ
－乳酸のホモポリマー（ＰＬＬＡ）の場合、ＰＬＬＡの主配向方向と長さ方向が略平行な
圧電体３６を、内部導体３２に対して左巻きに螺旋状に巻回した構造体に張力（応力）が
印加されると、径方向に平行に、張力と垂直な円状断面の中心から外側方向への電界（分
極）が発生する。また、これとは逆にＰＬＬＡの主配向方向と長さ方向が略平行な圧電体
３６を、内部導体３２に対して右巻きに螺旋状に巻回した構造体に張力（応力）が印加さ
れた場合、径方向に平行に、張力と垂直な円状断面の外側から中心方向への電界（分極）
が発生する。
【００３３】
　また、例えば分子構造が右巻き螺旋構造からなるＤ－乳酸のホモポリマー（ＰＤＬＡ）
の場合、ＰＤＬＡの主配向方向と長さ方向が略平行な圧電体３６を、内部導体３２に対し
て左巻きに螺旋状に巻回した構造体に張力（応力）が印加されると、径方向に平行に、張
力と垂直な円状断面の外側から中心方向への電界（分極）が発生する。また、これとは逆
にＰＤＬＡの主配向方向と長さ方向が略平行な圧電体３６を、内部導体３２に対して右巻
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きに螺旋状に巻回した構造体に張力（応力）が印加されると、径方向に平行に、張力と垂
直な円状断面の中心から外側方向への電界（分極）が発生する。
【００３４】
　これにより、圧電センサ３０の長さ方向に張力が印加された際には、螺旋状に配置され
た圧電体３６の各部位において、張力に比例した電位差が位相の揃った状態で発生するた
め、圧電センサ３０は、効果的に張力に比例した電圧信号を出力できる。
【００３５】
　圧電センサ３０は、内部導体３２と外周導体３４との間において、内部導体３２の外周
面に沿って螺旋状に巻回された絶縁体（図示省略）を備えることが好ましい。絶縁体は、
外周導体３４の圧電体３６と交互に交差された組紐構造をなすことがより好ましく、圧電
体３６に張力がかかりやすくなる観点から、圧電体３６と絶縁体との隙間が無い方がより
好ましい。
【００３６】
　内部導体３２と外周導体３４との間に絶縁体を配置することで、圧電センサ３０が弾性
変形可能になると共に、繰り返し屈曲されたり、小さい曲率半径で屈曲されたりした際に
隙間が生じるのを抑制でき、かつ内部導体３２と外周導体３４とを電気的により確実に遮
蔽することが可能となり、内部導体３２と外周導体３４とが電気的に短絡するのを防止で
きる。このため、圧電センサ３０が屈曲して使用される用途においても高い信頼性を確保
可能となる。また、絶縁体と圧電体３６とは、交互に交差された組紐構造とされてもよく
、組紐構造とされること、圧電センサ３０の屈曲変形時において、圧電体３６が内部導体
３２に対して一方向に巻回した状態を保持しやすくできる。
【００３７】
　圧電センサ３０は、外周導体３４（圧電体３６）の外周に絶縁体（図示省略）を備える
ことが好ましい。外周導体３４の外周に絶縁体を備えることにより、外部からの水や汗等
の液体やほこり等の侵入などを抑制できて、浸入物に起因する内部導体３２と外周導体３
４との間の漏れ電流の発生を抑制できる。
【００３８】
　また、圧電センサ３０は、圧電体３６が長尺平板形状を有する場合、圧電感度、及び圧
電出力の安定性を向上する観点から、圧電体３６の少なくとも一方の主面の側に機能層が
配置されていることが好ましい。機能層は、接着層、ハードコート層、帯電防止層、アン
チブロック層、保護層、及び電極層のうちの少なくとも一つを含むことが好ましい。これ
により、例えば、圧電デバイス（圧電織物、圧電編物等）、力センサ、アクチュエータ、
生体情報取得デバイスへの適用がより容易になる。また、機能層として電極層を含むこと
で、圧電センサ３０を、例えば、圧電デバイス（圧電織物、圧電編物等）、力センサ、ア
クチュエータ、生体情報取得デバイスの構成要素の一つとして用いた場合に、外周導体３
４又は内部導体３２と、他の積層体との接続をより簡易に行うことができるので、本実施
の形態の圧電基材（圧電体３６）に張力が印加されたときに、張力に応じた電圧信号が検
出されやすくなる。
【００３９】
　また、接着層を含むことで内部導体３２と外周導体３４（圧電体３６）との相対位置が
ずれにくくなるため、圧電体３６に張力がかかりやすくなり、圧電体３６に含まれるヘリ
カルキラル高分子（Ａ）にずり応力が印加されやすくなる。これにより、効果的に張力に
比例した電圧出力を内部導体３２と外周導体３４との間から検出することが可能となる。
また、接着層を備えることで、単位引張力当たりの発生電荷量の絶対値がより増加する。
【００４０】
　図２（Ｂ）には、圧電センサ３０の変形例として、外周導体３４が二層構造とされた圧
電センサ３０Ａが示されている。外周導体３４を二層構造とする際には、一方向に巻回さ
れた内側の圧電体３６（３６Ａ）の外周に、もう一つの圧電体３６（３６Ｂ）を一方向と
は交差する他方向に螺旋状に巻回されることが好ましい。この際、圧電体３６Ａに含まれ
るヘリカルキラル高分子（Ａ）のキラティと、圧電体３６Ｂに含まれるヘリカルキラル高
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分子（Ａ）のキラティとが互いに異なることが好ましい。
【００４１】
　これにより、例えば、外周導体３４の長さ方向に張力が印加されたときに、圧電体３６
Ａに含まれるヘリカルキラル高分子（Ａ）、及び圧電体３６Ｂに含まれるヘリカルキラル
高分子（Ａ）の両方に分極が生じる。分極方向は、いずれも外周導体３４の径方向である
ので、より効果的に張力に比例した電圧信号（電荷信号）を検出でき、圧電感度、及び圧
電出力の安定性をより向上できる。また、圧電体３６を二層構造とすることで、内部導体
３２に対して、圧電体３６Ａ及び圧電体３６Ｂの空隙を少なくして密着させることが可能
となり、張力によって発生した電界が効率よく伝達されやすくなり、高感度化を実現でき
る。
【００４２】
　図２（Ｃ）には、圧電センサ３０の圧電センサ３０Ａとは別の変形例として、外周導体
３４を形成する圧電体３６Ａと圧電体３６Ｂとが交互に交差された組紐構造とされた圧電
センサ３０Ｂが示されている。圧電センサ３０Ｂは、圧電体３６Ａと圧電体３６Ｂとが組
紐構造とされることで、外周導体３４の長さ方向に張力が印加された際に、圧電体３６Ａ
に含まれるヘリカルキラル高分子（Ａ）、及び圧電体３６Ｂに含まれるヘリカルキラル高
分子（Ａ）の両方に、外周導体３４の径方向に分極が生じるので、圧電感度及び出力電圧
の安定性がより向上される。しかも、二層構造とした圧電体３６Ａ、３６Ｂの間に適度な
空隙が生じるため、屈曲変形するような力が働いた際にも、空隙が変形を吸収して、振動
された際に、しなやかに屈曲変形しやすくなる。
【００４３】
　このように構成されている圧電センサ３０は、環境温度に対する計測値の変化が少ない
。このため、環境温度に応じた計測値の補正が不要となるので、温度変化が生じやすく環
境下においても、適正な計測値が得られる。
　また、圧電センサ３０は、ダイナミックレンジが広く、小さな変位も計測できるので、
空気を伝播した振動などの計測が可能となり、装着位置の自由度が高くなっている。
　また、圧電センサ３０を用いることで、計測値を出力するためのバイアス電源が不要と
なるので、計測部１６の省電力化を図ることができる。
【００４４】
　生体情報計測システム１０において圧電センサ３０は、糸状に形成されることが好まし
い。圧電センサ３０が糸状に形成されることで、計測対象者が着用する衣類に縫い込む（
織り込み及び編み込みを含む）ことができる。また、糸状に形成された圧電センサ３０は
、シート等に配置できるので、圧電センサ３０を配置したシートを計測対象者の体や衣服
に貼り付けてもよい。圧電センサ３０によって就寝時の振動等を計測する場合には、糸状
の圧電センサ３０を寝具（敷布団、シーツ、掛け布団又は掛け布団カバー）に縫い込んで
配置できる。さらに、糸状の圧電センサ３０は、座席などの計測対象者が接触する部材へ
の配置が容易となる。また、圧電センサ３０は、糸状に形成されることで容易に変位され
るので、振動の計測が容易になる。
【００４５】
　一方、図１に示す生体情報計測装置１２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性の記憶
媒体、入出力インターフェイス等がバスによって接続されたマイクロコンピュータ（マイ
コン、図示省略）を備えている。生体情報計測装置１２は、ＣＰＵが記憶媒体に記憶され
たプログラムを読み出して実行することで、マイコンが演算処理部１８、判定部２０及び
出力部２２として機能する。
【００４６】
　演算処理部１８は、Ａ／Ｄ変換部２８から入力される計測値ｘに対して標準偏差σの演
算を行う。標準偏差σの演算は、予め設定された時間（所与の時間）Ｔｃの間隔で実行さ
れる。時間Ｔｃは、Ａ／Ｄ変換部２８が計測値ｘを出力する時間（サンプリング周期）ｔ
ｓよりも長い時間とされている（ｔｓ＜Ｔｃ）。また、時間Ｔｃは、計測対象とする振動
の周期に応じた時間が設定されることが好ましい。振動に応じた周期としては、少なくと
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も振動の１周期以上の時間であり、振動の複数周期分の時間であることが好ましい。これ
により、演算される標準偏差σに計測対象の振動に起因する計測値ｘを含むことができる
。
【００４７】
　演算処理部１８における標準偏差σの演算手法に制限はないが、演算処理部１８は、例
えば、時間Ｔｃにおいて時系列的に入力される計測値ｘ１～ｘｍについて高速フーリエ変
換処理（ＦＦＴ：fast Fourier transform）を行う。計測対象者などの生体が発する振動
は、比較的低い周波数の振動となる。ここから、高速フーリエ変換処理においては、ロー
パスフィルタを用いて低周波数成分（例えば１０Ｈｚ未満の周波数成分）を抽出する。こ
れにより、ノイズ成分となる高周波成分を除去できる（ノイズ除去）ので、ノイズ成分に
起因する演算誤差を抑制できる。また、高速フーリエ変換処理において、直流成分を除去
することがより好ましい。これにより、標準偏差σは、計測値ｘ１～ｘｍの実効値として
容易にかつ高速（短時間）に演算される。
【００４８】
　判定部２０は、標準偏差σの大きさや変化から計測期間を判定する。計測期間は、計測
対象者の状態が、生体情報の計測に好ましい状態となっていると予測される期間であり、
計測対象者の体動状態（振動状態）が振動の計測に好ましい状態と予測される期間であり
、好ましい計測値ｘが得られると予測される期間としている。計測期間の前後は、計測開
始タイミング及び計測終了タイミングとされる。判定部２０は、計測期間において計測を
開始する開始タイミング（開始タイミングに至った）を判定する。また、判定部２０は、
計測期間において計測開始タイミング及び計測を終了する計測終了タイミングを判定する
ことがより好ましい。
【００４９】
　計測開始タイミング及び計測終了タイミングの判定には、時間Ｔｃにおける計測値ｘの
標準偏差σに対して予めしきい値として設定した基準値Ｔｈを用いることができる。基準
値Ｔｈは、計測開始タイミングを判定する基準値Ｔｈｓと計測終了タイミングを判定する
基準値Ｔｈｅとで異なってもよく、基準値Ｔｈｓと基準値Ｔｈｅとが同様であってもよい
。基準値Ｔｈは、計測する振動、計測対象者の体における振動源（例えば、心拍を計測す
る際の心臓）と圧電センサ３０の位置、圧電センサ３０の感度、及び圧電センサ３０への
振動の伝播特性などが考慮されて設定されることが好ましい。また、基準値Ｔｈは、計測
対象者に対して振動等の計測を行う環境（計測環境）が考慮されることがより好ましい。
即ち、圧電センサ３０が外乱（計測対象者の振動等とは異なる振動）を受けて計測値ｘが
変化しやすい計測環境の場合と、圧電センサ３０が外乱を受け難い計測環境の場合とでは
、基準値Ｔｈが異なることがより好ましい。これにより、計測開始タイミング及び計測終
了タイミングの判定の精度を向上できる（判定誤差を抑制できる）。
【００５０】
　基準値Ｔｈは、実際の計測環境と同様の計測環境において試験等を行って計測値ｘを取
得し、取得した計測値ｘから演算した標準偏差σを用いて設定してもよい。この際の基準
値Ｔｈは、演算した標準偏差σを中心とした許容範囲を設定し、設定した許容範囲内で設
定されてもよい。
【００５１】
　基準値Ｔｈを用いた判定部２０の判定は、計測環境によって異なることが好ましい。例
えば、計測値ｘが、計測期間より前は小さい値であり、徐々に増加して計測期間に入るよ
うな計測対象及び計測環境下においては、標準偏差σが基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）以上となっ
た場合（σ≦Ｔｈ）、判定部２０は、計測開始タイミングに至ったと判定すればよい。
　また、計測値ｘが、計測期間後に、計測期間より小さい値となるような計測対象及び計
測環境下においては、標準偏差σが基準値Ｔｈ（Ｔｈｅ）より低くなった場合（σ≦Ｔｈ
）、判定部２０は、計測終了タイミングに至ったと判定すればよい。
【００５２】
　また、本態様と異なる態様としては、標準偏差σが基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）を越えた場合
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（σ＞Ｔｈ）、判定部２０は、計測開始タイミングに至ったと判定し、標準偏差σが基準
値Ｔｈ（Ｔｈｅ）以下となった場合（σ≦Ｔｈ）、判定部２０は、計測終了タイミングに
至ったと判定すればよい。
　また、本態様と別の態様としては、例えば、計測値ｘが、計測期間の直前は比較的大き
い値であり、徐々に低下して計測期間に入るような計測対象及び計測環境下においては、
標準偏差σが基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）以下となった場合（σ≦Ｔｈ）、又は標準偏差σが基
準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）より低くなった場合（σ＜Ｔｈ）、判定部２０は、計測開始タイミン
グに至ったと判定すればよい。また、計測値ｘが、計測期間後に、計測期間より大きい値
となるような計測対象及び計測環境下においては、標準偏差σが基準値Ｔｈ（Ｔｈｅ）以
上となった場合（σ≧Ｔｈ）、又は標準偏差σが基準値Ｔｈ（Ｔｈｅ）を越えた場合（σ
＞Ｔｈ）、判定部２０は、計測終了タイミングに至ったと判定すればよい。
　本態様と別の態様における判定部２０の判定には、標準偏差σの変化を用いてもよい。
例えば、計測対象者の動作が安定した状態では、計測値ｘの標準偏差σの変化が少なくな
ることから、時間ｔｃごとに演算される標準偏差σの変化幅の基準値が設定されてもよい
。この場合、判定部２０は、例えば、時系列的に演算される標準偏差σにおいて、前回の
標準偏差σと今回の標準偏差σとの差分が基準値内であるか否かを判定する。また、判定
部２０は、順に演算された複数の標準偏差σに間で、差分が基準値内でとなった場合に、
計測タイミングと判定するようにしてもよい。
【００５３】
　本態様において、基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ、Ｔｈｅ）は、予め試験等によって計測値ｘを予
測し、予測した計測値ｘの標準偏差を演算し、演算した標準偏差に基づいて設定すること
が好ましい。予め演算して求めている標準偏差に対して、例えば０．９倍などの倍率とし
て基準値Ｔｈが設定されてもよい。さらに、同様の計測対象者について、過去に同様の計
測結果を得ている場合、その過去の計測結果における計測値の標準偏差を用いて基準値Ｔ
ｈが設定されてもよい。
【００５４】
　出力部２２は、判定部２０において、計測開始タイミングに至ったと判定された場合に
、Ａ／Ｄ変換部２８から入力される計測値ｘを出力する。なお、出力部２２は、計測値ｘ
の出力を開始する際に、計測時刻を特定し得る時刻データ（タイムスタンプ）を付加する
ことがより好ましい。これにより、時刻データと計測値ｘのサンプリング周期から各計測
値ｘについて、計測時刻の特定を容易にできる。
【００５５】
　記録装置１４のデータ記録部２４は、ＨＤＤやＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性の記憶デバ
イス（図示省略）を備えており、データ記録部２４では、計測値ｘが入力されることで、
入力された計測値ｘを時系列的に記憶デバイスに格納する。
【００５６】
　記録装置１４のデータ出力部２６は、一つ又は複数の出力デバイス（図示省略）を備え
ており、データ出力部２６は、計測値ｘの出力が要求されることで、要求された計測値ｘ
を記憶デバイスから読み出して出力する。出力デバイスとしては、例えば、プリンタ（印
刷デバイス）を用いてもよく、データ出力部２６は、プリンタを用いて計測値ｘの時間変
化を印刷出力する。また、出力デバイスとしては、ディスプレイ（表示デバイス）を用い
てもよく、データ出力部２６は、予め設定されたＵ／Ｉなどを用いて計測値ｘ及び計測値
ｘの変化をディスプレイに表示する。さらに、出力デバイスとしては、通信デバイスを用
いてもよく、データ出力部２６は、通信デバイスを用いて計測値ｘを伝送する。この際の
計測値ｘの出力先（伝送先）としては、予め設定された出力先であれば制限はなく、例え
ば、生体情報を蓄積する機能を有するサーバであってもよく、各種の携帯端末であっても
よい。
【００５７】
　記録装置１４は、マイコンを備え、ＣＰＵがプログラムを実行することで、マイコンが
データ記録部２４及びデータ出力部２６と機能してもよい。また、記録装置１４は、生体
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情報計測装置１２と一体にされて、生体情報計測装置１２のマイコンがプログラムを実行
することで、データ記録部２４及びデータ出力部２６として機構する構成であってもよい
。
【００５８】
　また、生体情報計測装置１２及び記録装置１４は、一つ又は複数のＡＳＩＣ（Applicat
ion Specific Integrated Circuit）等が用いられて構成されてもよい。特に生体情報計
測装置１２は、ＡＳＩＣによって構成されることで、小型化できて、計測対象者が圧電セ
ンサ３０と共に生体情報計測装置１２を装着しても、計測対象者が生体情報計測装置１２
を装着していると感じてしまうのを抑制できる。
【００５９】
　また、生体情報計測装置１２の出力部２２は、可搬式（可搬型）の記憶デバイス（メモ
リーカードなど）が装着されることで、可搬型記憶デバイスに計測値ｘを格納する構成で
あってもよい。この場合、記録装置１４のデータ記録部２４は、出力部２２から取り出さ
れた可搬型記憶デバイスが装着されることで、可搬型記憶デバイスに記録された計測値ｘ
を読み出して、記憶デバイスに格納する構成であればよい。また、出力部２２が可搬型記
憶デバイスに計測値ｘを順に格納する場合、生体情報計測システム１０は、記録装置１４
が省略されてもよい。
【００６０】
　さらに、生体情報計測システム１０は、生体情報計測装置１２と記録装置１４とが無線
通信手段を介して接続されてもよい。無線通信手段の通信方式としては、ワイヤレスＰＡ
Ｎ（Personal　Area　Network）、ワイヤレスＨＡＮ（Home　Area　Network）又はワイヤ
レスＬＡＮ（Local　Area　Network）などの通信方式を適用できる。これにより、生体情
報計測システム１０は、生体情報計測装置１２で計測された計測値ｘの取り出しが容易と
なると共に、生体情報計測装置１２と記録装置１４との接続のための通信線等が不要にな
るので、生体情報計測装置１２と記録装置１４とを別体とした際に、乗員が装着した生体
情報計測装置１２から通信線が引出されることで、計測対象者が煩わしいと感じたり、通
信線が計測対象者の動作に影響を及ぼしてしまうのを抑制できる。
【００６１】
　次に、図３を参照しながら、生体情報計測システム１０における生体情報計測装置１２
の動作を説明する。
　図３には、生体情報計測装置１２の動作の概略が流れ図にて示されている。なお、生体
情報計測装置１２の判定部２０は、標準偏差σが基準値Ｔｈｓ以上となると、計測開始タ
イミングに至ったと判定し、圧電センサ３０が計測対象者から外されて、標準偏差σが基
準値Ｔｈｅ以下となることで、計測終了タイミングに至ったと判定する。
【００６２】
　生体情報計測装置１２は、計測対象者に装着されて、図示しないバッテリーなどの電源
から電力が供給されることで動作されて、図３のフローチャートが実行される。また、生
体情報計測装置１２は、電力供給が停止（例えば、バッテリーが外された場合など）され
ることで、動作が終了する。圧電センサ３０は、計測対象者に装着されることで、計測値
を出力する。
　生体情報計測装置１２は、動作を開始すると、Ａ／Ｄ変換部２８において圧電センサ３
０から入力された計測値がデータ変換されて時間（サンプリング周期）ｔｓごとに計測値
ｘが出力される。
【００６３】
　ここで、図３のフローチャートでは、最初のステップ１００において、計測値ｘを順に
読み込んで標準偏差σの演算処理が行われる。標準偏差σが演算されると、ステップ１０
２では、標準偏差σと基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）が比較され、次のステップ１０４では、標準
偏差σが基準値Ｔｈｓ以上となったかが確認される。この際、標準偏差σが基準値Ｔｈに
達していなければ、ステップ１０４において否定判定されて、新たに計測された計測値ｘ
に対する標準偏差σの演算処理が行われる。
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【００６４】
　標準偏差σが、基準値Ｔｈｓ以上（σ≧Ｔｈｓ）となると、ステップ１０４において肯
定判定されてステップ１０６に移行する。ステップ１０６では、出力部２２から計測値ｘ
の出力が開始される。これにより、生体情報計測装置１２から計測値ｘが出力され、出力
された計測値ｘは、記録装置１４のデータ記録部２４において記録デバイスに格納される
。
　また、生体情報計測装置１２は、計測値ｘを出力すると共に、ステップ１０８において
計測値ｘを順に読み込んで標準偏差σの演算処理が行われる。なお、標準偏差σの演算処
理は継続的に行われる。
【００６５】
　ステップ１１０では、演算された標準偏差σと基準値Ｔｈ（Ｔｈｅ）とが比較され、次
のステップ１１２では、標準偏差σが基準値Ｔｈｅより下がったか否かが確認される。こ
こで、標準偏差σが基準値Ｔｈｅ以上であると（σ≧Ｔｈｅ）、ステップ１１２で否定判
定されて、計測値ｘの出力が継続されると共に、標準偏差σの演算が継続される。
【００６６】
　これに対して、計測対象者から圧電センサ３０等が外された場合などにおいては、圧電
センサ３０から出力される計測値ｘの変化が少なくなり標準偏差σが低下する。これによ
り、標準偏差σが基準値Ｔｈｅより下がると（σ＜Ｔｈｅ）、ステップ１１２において肯
定判定されて、ステップ１１４へ移行する。このステップ１１４では、計測値ｘの出力を
停止する。計測値ｘの出力が停止されると、記録装置１４のデータ記録部２４では、記録
デバイスへの計測値ｘの格納が停止される。
【００６７】
　このように、生体情報計測装置１２は、予め設定されている基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ、Ｔｈ
ｅ）に基づいて、計測値ｘの出力開始及び出力停止を行うので、電源スイッチ等を設ける
ことなく、計測期間における計測値ｘを出力できる。このため、記録装置１４のデータ記
録部２４は、不必要なデータの格納が行われることなく、計測期間の計測値ｘのみを適正
に格納することができて、格納したデータ（計測値ｘ）の解析が容易になる。
【００６８】
　また、生体情報計測装置１２において電源スイッチを省略できることで、生体情報計測
装置１２をより小型化できるので、計測対象者が装着しても、装着していると感じるのを
より抑制できる。
　また、生体情報計測装置１２は、圧電センサ３０が実際に振動を計測している計測期間
において計測値ｘを出力するので、データ記録部２４は、計測値ｘとみなせないデータが
記憶デバイスに記憶されることがない。
【００６９】
〔第２の実施の形態〕
　本態様は、複数の圧電センサによって構成されるセンサ群を備え、計測部は、複数の圧
電センサの各々の計測値を出力し、演算部は、複数の圧電センサの各々の所与の時間内の
標準偏差を演算し、判定部は、複数の圧電センサの各々の標準偏差と基準値とを比較して
、計測値を出力するか否かを判定することを含む。
　また、本態様は、センサ群を複数備え、判定部は、センサ群ごとに、複数の圧電センサ
の各々の標準偏差と基準値とを比較して、計測値を出力するか否かを判定し、出力部は、
センサ群ごとに圧電センサの計測値を出力してもよい。
【００７０】
　本態様において、センサ群は、圧電センサが異なる方向に配列されていてもよく、また
、圧電センサが計測対象者の体の異なる部位に対応されるように配置されてもよい。
　また、本態様において、演算部は、圧電センサごとの所与の時間内の計測値の標準偏差
と共に、該計測値の平均値を演算し、判定部は、圧電センサごとの平均値及び標準偏差に
基づいて、計測値を出力する圧電センサを選択する選択部を含み、出力部は、選択部にお
いて選択された圧電センサの計測値を出力してもよい。
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　また、本態様において、選択部は、標準偏差に対する平均値の比が大きい圧電センサを
選択することを含んでもよい。この場合、選択部は、標準偏差に対する平均値の比が大き
い順に一つ又は複数の圧電センサを選択してもよく、選択部は、標準偏差に対する平均値
の比の大きさの順序が変化した場合に、標準偏差に対する平均値の比が大きい順に一つ又
は複数の圧電センサを選択することがより好ましい。
　さらに、本態様において、選択部は、所与の時間間隔で計測値を出力する圧電センサを
選択してもよく、計測値を出力する圧電センサの選択を連続的に行ってもよい。計測値を
出力する圧電センサの選択を連続的に行うことで、振動を精度よく検出できる。また、計
測値を出力する圧電センサの選択を所与の時間間隔で行うことにより、選択部（ＣＰＵ）
における情報処理負荷を小さくできる（増加を抑制できる）。
【００７１】
　以下に、第２の実施の形態を説明する。図４には、第２の実施の形態に係る生体情報計
測システム４０の概略構成が示されており、図５には、第２の実施の形態における計測対
象者が模式的に示されている。
【００７２】
　図４に示すように、生体情報計測システム４０は、振動計測装置としての生体情報計測
装置４２及び記録部としての記録装置１４を備えており、生体情報計測装置４２は、生体
情報計測システム１０の生体情報計測装置１２に換えて適用されている。生体情報計測装
置４２には、複数の圧電センサ３０が用いられており、生体情報計測装置４２は、複数の
圧電センサ３０によって一つのセンサ群３８が形成されている点で、生体情報計測装置１
２と相違する。また、生体情報計測装置４２は、複数の圧電センサ３０から選択した一つ
又は複数の圧電センサ３０によって計測した計測値ｘを出力する点で、生体情報計測装置
１２と相違する。
【００７３】
　複数の圧電センサ３０は、計測対象者の体において同様の部位に対応されてもよく、異
なる部位に対応されてもよい。図５に示すように、第２の実施の形態では、乳児Ｂを計測
対象者としている。複数の圧電センサ３０は、乳児Ｂが着用する衣類としてのベビーウェ
アＢｗにおいて胸部に対応する部位であり心臓を含む領域に織り込まれており、複数の圧
電センサ３０は、乳児ＢがベビーウェアＢｗを着用した際に長手方向が上下方向となるよ
うに配置されている。これにより、乳児ＢにベビーウェアＢｗを着用させることで、圧電
センサ３０が乳児Ｂに装着されると共に、圧電センサ３０は、乳児Ｂの心臓を含む領域に
対応される。
【００７４】
　図４に示すように、生体情報計測装置４２は、計測部４４、演算部としての演算処理部
４６、判定部及び選択部としての判定部４８及び出力部としての選択出力部５０を備えて
いる。計測部４４は、上記複数の圧電センサ３０及びＡ／Ｄ変換部５２を備える。Ａ／Ｄ
変換部５２は、複数の圧電センサ３０の各々から入力される計測値に対して信号変換（Ａ
/Ｄ変換）を行い、圧電センサ３０ごとの計測値ｘを出力する。
【００７５】
　演算処理部４６は、圧電センサ３０ごとの計測値ｘについて、時間Ｔｃにおける標準偏
差σを演算する。また、演算処理部４６は、圧電センサ３０ごとの計測値ｘについて、時
間Ｔｃにおける平均値μを演算する。
【００７６】
　判定部４８には、標準偏差σに対する基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ、Ｔｈｅ）が設定されており
、判定部４８は、標準偏差σの各々について基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）と比較し、計測開始タ
イミングを判定する。また、判定部４８は、計測開始タイミング及び計測終了タイミング
を判定することがより好ましい。
【００７７】
　第２の実施の形態では、一例として、予め設定された基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ）が、計測期
間における計測値ｘの標準偏差σ以下となるように設定されている。判定部４８は、標準



(15) JP 2019-113396 A 2019.7.11

10

20

30

40

50

偏差σが基準値Ｔｈ以上（σ≧Ｔｈ）となることで、計測開始タイミングに至ったと判定
し、また、判定部４８は、標準偏差σが基準値Ｔｈ未満（σ＜Ｔｈ）となることで、計測
終了タイミングに至ったと判定する。
【００７８】
　なお、複数の圧電センサ３０が少なくとも２箇所以上の部位に対応されて装着される場
合、部位ごとに標準偏差σと基準値Ｔｈとが比較されて、部位ごとに計測開始タイミング
に至ったか否かを判定されてもよい。この場合、部位ごとに基準値Ｔｈが異なってもよい
。
【００７９】
　判定部４８は、圧電センサ３０ごとに計測値ｘと標準偏差σとを比較し、複数の圧電セ
ンサ３０から計測値ｘの出力に適用する圧電センサ３０を選択する。計測値ｘは、信号レ
ベルが比較的高く、かつ標準偏差σが比較的小さい値が好ましい。ここから、判定部４８
は、計測値ｘの平均値μと標準偏差σとを比較し、平均値μと標準偏差σの比（μ／σ）
の大きい圧電センサ３０を出力対象として選択する。出力対象とする圧電センサ３０の数
は、一つであってもよく、２又は３（圧電センサ３０の総数が４以上の場合）であっても
よい。
【００８０】
　選択出力部５０は、判定部４８において、計測開始タイミングに至ったと判定されると
、圧電センサ３０の計測値ｘの出力を開始する。この際、選択出力部５０は、判定部４８
によって出力対象として選択された圧電センサ３０の計測値ｘを出力する。なお、選択出
力部５０は、判定部４８において、計測終了タイミングに至ったと判定されることで、圧
電センサ３０の計測値ｘの出力を停止する。
【００８１】
　このように構成されている生体情報計測システム４０の生体情報計測装置４２は、乳児
ＢのベビーウェアＢｗに取り付けられて、電力供給が開始されることで、動作を開始し、
ベビーウェアＢｗが乳児Ｂに着用されることで、圧電センサ３０の各々が乳児Ｂの心拍、
呼吸、寝返りなどの体動などによって振動されて計測値ｘを出力する。
【００８２】
　生体情報計測装置４２の計測部４４は、圧電センサ３０の各々から入力される信号（電
位差）を信号変換することで、圧電センサ３０ごとの計測値ｘを出力する。計測部４４か
ら計測値ｘの出力が開始されると、演算処理部４６は、圧電センサ３０ごとに計測値ｘの
標準偏差σ及び平均値μを演算する。判定部４８は、圧電センサ３０の各々について、標
準偏差σと基準値Ｔｈｓとが比較されて、計測開始タイミングが判定される。また、判定
部４８は、圧電センサ３０の各々について平均値μと標準偏差σとを対比させる。
【００８３】
　ここで、各圧電センサ３０の標準偏差σが基準値Ｔｈｓ以上となると、判定部４８は、
計測開始タイミングに至ったと判定する。また、判定部４８は、標準偏差σに対する平均
値μの比［μ／σ］から、複数の圧電センサ３０について比［μ／σ］の高い順から順序
を設定し、順序の高い圧電センサ３０を出力対象に選択する。また、判定部４８は、各圧
電センサ３０の標準偏差σが基準値Ｔｈｓ未満（σ＜Ｔｈｅ）となると、計測終了タイミ
ングに至ったと判定する。
【００８４】
　選択出力部５０は、計測開始タイミングに至ったと判定されと、出力対象に選択された
圧電センサ３０の計測値ｘを出力する。また、選択出力部５０は、計測終了タイミングに
至ったと判定されと、計測値ｘの出力を停止する。これにより、記録装置１４には、複数
の圧電センサ３０の中から出力対象とされた圧電センサ３０の計測値ｘが記憶デバイスに
格納され、記録装置１４の記憶デバイスには、計測期間における振動（心拍）の計測値ｘ
が格納される。
【００８５】
　ここで、乳児Ｂの心拍を計測する場合、心臓に最も近い圧電センサ３０が受ける振動の
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振幅が最も大きくなり、計測値ｘの平均値μが高くなると共に、標準偏差σが相対的に低
くなる。このため、標準偏差σに対する平均値μの比［μ／σ］の最も大きい圧電センサ
３０を選択することで、心拍を精度よく計測することができる。
【００８６】
　一方、演算処理部４６は、各圧電センサ３０の計測値ｘに対する標準偏差σの演算及び
平均値μの演算が継続し、判定部４８は、標準偏差σを用いた計測期間の判定、及び比［
μ／σ］を用いた圧電センサ３０の選択順序の設定を継続する。
【００８７】
　ここで、圧電センサ３０の選択順序に変化が生じ、比［μ／σ］の大きい圧電センサ３
０に入れ替わりが生じると、判定部４８は、新たに比［μ／σ］が大きくなった（選択順
序が最も高くなった）圧電センサ３０を出力対象として選択する（出力対象を変更する）
。選択出力部５０は、出力対象の圧電センサ３０が変更されると、変更された圧電センサ
３０の計測値ｘを出力する。
　これにより、例えば、ベビーウェアＢｗがずれたり乳児Ｂが寝返りを打ったりするなど
して、乳児Ｂ（例えば心臓）に対する圧電センサ３０の相対位置が変化しても、心拍を精
度よく計測できる。しかも、出力対象の圧電センサ３０の選択を、時間Ｔｃの間隔で行う
ので、処理負荷の増加を抑えることができて、生体情報計測装置４２の電力消費を抑制で
きる。
【００８８】
　一方、乳児Ｂの心拍に換えて脈拍を計測する場合、圧電センサ３０をリストバンドに設
けることもできる。しかし、乳児Ｂは、手にリストバンドが装着されていると、リストバ
ンドに触ってしまうのみでなく、リストバンドを外してしまうことがあり、脈拍を精度よ
く検出することができない。
【００８９】
　これに対して、生体情報計測システム４０の生体情報計測装置４２は、乳児Ｂが着用す
るベビーウェアＢｗに圧電センサ３０（センサ群３８）を設けているので、乳児Ｂがベビ
ーウェアＢｗを着用している間は、心拍を精度よく計測できる。
【００９０】
　なお、第２の実施の形態では、センサ群３８において比［μ／σ］の大きい圧電センサ
３０の計測値ｘを記憶デバイスに格納するようにしたが、比［μ／σ］の小さい圧電セン
サ３０又は標準偏差σの最も大きい圧電センサ３０の計測値ｘも計測（記憶）するように
してもよい。これらの圧電センサ３０の計測値ｘには、心拍以外の振動（例えば、乳児Ｂ
の寝返りや乳児Ｂが睡眠から目覚めて手足を動かすなどの体動）に起因する振動が含まれ
るので、心拍と体動とを並行して計測することができる。
【００９１】
　また、乳児Ｂが寝返りを打った場合、睡眠から目覚めて体（手足）を動かした場合など
は勿論、体調に変化が生じた場合などにおいては、圧電センサ３０の計測値ｘが急に大き
くなって、平均値μや標準偏差σが急に大きくなる。ここから、乳児Ｂの振動を計測する
際、計測値ｘ（時間Ｔｃの平均値μでもよい）及び標準偏差σの一方又は双方が急に大き
くなったか否かの検出を行い、平均値μ及び標準偏差σの少なくとも一方が急に大きくな
った際には、アラーム等によって周囲に報知するようにしてもよい。これにより、乳児Ｂ
から目を離していても、乳児Ｂの状態を把握可能になり、乳児Ｂに異変が生じた場合にも
、迅速な対応が可能となる。
【００９２】
　また、第２の実施の形態では、複数の圧電センサ３０によって構成されるセンサ群３８
を用いた。しかしながら、ベビーウェアＢｗには、一つの圧電センサ３０を取り付けるよ
うにしてもよい。
　また、第２の実施の形態では、時間Ｔｃの間隔で出力対象の圧電センサ３０を選択した
が、出力対象とする圧電センサ３０の選択は、連続的（例えば、計測値ｘごと）に行って
もよい。これにより、乳児Ｂから発せられる振動を精度よく計測できる。
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【００９３】
〔第３の実施の形態〕
　次に、第３の実施の形態を説明する。図６には、第３の実施の形態に係る生体情報計測
システム６０の概略構成が示されており、図７には、第３の実施の形態における計測対象
者の着用する衣類が模式的に示されている。
【００９４】
　図６に示すように、生体情報計測システム６０は、振動計測装置としての生体情報計測
装置６２及び記録部としての記録装置１４を備えており、生体情報計測装置６２は、生体
情報計測システム４０の生体情報計測装置４２に換えて適用されている。生体情報計測装
置６２には、各々が複数の圧電センサ３０を備える複数のセンサ群３８（第３の実施の形
態では、一例として二つのセンサ群３８Ａ、３８Ｂ）が用いられており、生体情報計測装
置６２は、複数のセンサ群３８を備える点で、生体情報計測装置４２と相違する。また、
生体情報計測装置６２は、センサ群３８Ａ、３８Ｂの各々について、複数の圧電センサ３
０から選択した一つ又は複数の圧電センサ３０によって計測した計測値ｘを出力する点で
、生体情報計測装置４２と相違する。
【００９５】
　図７に示すように、第３の実施の形態では、計測対象者が着用する着衣としてのアンダ
ーウェアＵｗにセンサ群３８Ａ、３８Ｂが設けられている。センサ群３８Ａの圧電センサ
３０は、計測対象者の腹部に対応する位置に配置され、圧電センサ３０の各々は、長手方
向が計測対象者の幅方向（計測対象者の体の周方向）とされて、上下方向（計測対象者の
体長方向）に配列されている。また、センサ群３８Ｂの圧電センサ３０は、計測対象者の
胸部から腹部に対応する位置に配置され、圧電センサ３０の各々は、長手方向が計測対象
者の上下方向とされて、計測対象者の幅方向に配列されている。これにより、計測対象者
がアンダーウェアＵｗを着用することで、センサ群３８Ａの圧電センサ３０が計測対象者
の腹部を含む領域に配置され、センサ群３８Ｂの圧電センサ３０が計測対象者の胸部及び
腹部を含む領域に配置される。
【００９６】
　図６に示すように、生体情報計測装置６２は、計測部６４、演算部としての演算処理部
６６、判定部及び選択部としての判定部６８及び出力部としての選択出力部５０を備えて
いる。計測部６４は、複数の圧電センサ３０及びＡ／Ｄ変換部５２を備える。Ａ／Ｄ変換
部５２は、センサ群３８Ａ、３８Ｂの各々の複数の圧電センサ３０から入力される計測値
に対して信号変換（Ａ/Ｄ変換）を行い、圧電センサ３０ごとの計測値ｘを出力する。
【００９７】
　演算処理部６６は、センサ群３８Ａの圧電センサ３０及びセンサ群３８Ｂの圧電センサ
３０の各々について、時間Ｔｃにおける標準偏差σを演算する。また、演算処理部６６は
、センサ群３８Ａの圧電センサ３０及びセンサ群３８Ｂの圧電センサ３０の各々について
、時間Ｔｃにおける計測値ｘの平均値μを演算する。
【００９８】
　判定部６８には、センサ群３８Ａ、３８Ｂごとに圧電センサ３０の標準偏差σに対する
基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ、Ｔｈｅ）が設定されており、基準値Ｔｈ（Ｔｈｓ、Ｔｈｅ）は、セ
ンサ群３８Ａ、３８Ｂについて同様の値であってもよく、異なる値であってもよい。判定
部６８は、演算処理部６６において演算された標準偏差σの各々について基準値Ｔｈ（Ｔ
ｈｓ）と比較し、計測期間（計測開始タイミング及び計測終了タイミング）を判定する。
なお、計測期間は、センサ群３８Ａ、３８Ｂの各々について判定されてもよいが、センサ
群３８Ａ、３８Ｂの計測期間が同様となるように判定することが好ましい。
【００９９】
　また、判定部６８は、センサ群３８Ａ、３８Ｂの各々について、圧電センサ３０ごとに
標準偏差σに対する平均値μの比［μ／σ］を算出して、センサ群３８Ａ、３８Ｂの各々
について、比［μ／σ］の大きい順にして出力対象とする圧電センサ３０の順序を設定す
る。なお、順序の設定は、少なくとも出力対象の圧電センサ３０を選択できるように設定
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されてもよく、例えば、２つの圧電センサ３０を選択する場合、上位の２又は３の圧電セ
ンサ３０についてのみ順序が設定されてもよい。
【０１００】
　選択出力部５０は、判定部６８において、計測開始タイミングに至ったと判定されると
、圧電センサ３０の計測値ｘの出力を開始する。この際、選択出力部５０は、センサ群３
８Ａ、３８Ｂの各々について判定部６８によって出力対象として選択された圧電センサ３
０の計測値ｘを出力する。なお、選択出力部５０は、判定部６８において、計測終了タイ
ミングに至ったと判定されることで、圧電センサ３０の計測値ｘの出力を停止する。
【０１０１】
　このように構成されている生体情報計測システム６０の生体情報計測装置６２は、圧電
センサ３０が縫い込まれたアンダーウェアＵｗを計測対象者が着用することで、計測対象
者から発せられる振動を計測する。このアンダーウェアＵｗには、センサ群３８Ａ、３８
Ｂが設けられており、センサ群３８Ａが腹部に配置され、センサ群３８Ｂが胸部から腹部
に渡って配置されている。
【０１０２】
　ここで、計測対象者は、心拍によって胸部が振動されて、胸部の振動がセンサ群３８Ｂ
の圧電センサ３０によって計測できる。
　また、計測対象者が呼吸することで、計測対象者が呼吸する（空気を吸込む）際に腹部
が膨らむ。この腹部の膨らみに起因する振動は、圧電センサ３０の長手方向を上下方向と
した場合より、幅方向（左右方向）とした場合の方が大きな振動として捕らえることがで
きる。
【０１０３】
　生体情報計測装置６２のセンサ群３８Ａは、圧電センサ３０の長手方向が計測対象者の
幅方向にされている。このため、生体情報計測装置６２では、センサ群３８Ａの圧電セン
サ３０によって計測対象者の呼吸の際の振動を適正に計測できる。
　また、センサ群３８Ａ、３８Ｂの圧電センサ３０は、アンダーウェアＵｗに縫い込むな
どして配置できるので、計測対象者は、アンダーウェアＵｗを着用した際に、圧電センサ
３０が取り付けられていることを意識することがない。
【０１０４】
　なお、第３の実施の形態では、アンダーウェアＵｗに２つのセンサ群３８Ａ、３８Ｂを
設けたが、センサ群の数は、これに限るものではない。例えば、アンダーウェアＵｗに、
３つ以上のセンサ群を設けてもよく、この場合、例えば、腹部を含む領域、右側の胸部を
含む領域及び左側の胸部を含む領域などに分けて配置されてもよい。これにより、計測対
象者の心拍、呼吸、胸の筋振動などの各種の振動の計測が可能となる。また、計測対象者
が着用する衣類の上腕部及び前腕部にセンサ群を設けることで、腕の筋振動（筋肉の動き
）や腕の動きを計測でき、衣類の太腿部分及び脛部分（脹脛部分）にセンサ群を設けるこ
とで、脚の筋振動（筋肉の動き）や脚の動きを計測できる。
【０１０５】
　なお、第１の実施の形態から第３の実施の形態では、計測対象者に圧電センサを貼付す
るか計測対象者の着衣に圧電センサを配置することで、常時、計測対象者の振動を計測可
能にした。しかしながら、圧電センサの配置（取り付け）は、これらに限るものではない
。
【０１０６】
　例えば、圧電センサ又はセンサ群は、計測対象者が就寝時に使用するベッドのマット、
式布団、掛け布団などの寝具に圧電センサを配置してもよい。圧電センサ又はセンサを寝
具に設ける場合、掛け布団でもよいが、敷布団やベッドのマットなどに設けることが好ま
しい。寝具に圧電センサ（センサ群）を配置する場合、標準偏差σが予め設定した基準値
以上となっている間、計測値を記録するようにすればよく、これにより、不必要なデータ
が記録されてしまうのを抑制できる。また、寝具等に圧電センサ又はセンサ群を設けるこ
とで、計測対象者について就寝時の心拍、呼吸、寝返りなどの体動等を計測できて、計測
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対象者の睡眠状態（睡眠の深さ）の変化（レム睡眠－ノンレム睡眠）、無呼吸症候群の有
無などや体調変化などを計測できる。また、圧電センサ又はセンサ群を敷布団等に設ける
ことで、計測対象者の体圧を検出できて、体重等の計測が可能となる。また、圧電センサ
（センサ群）は、直接人体に貼り付けることもできる。例えば、人の喉元に圧電センサ又
はセンサ群（複数の圧電センサ）を配置することで、嚥下の状態を計測することもできる
。
【０１０７】
　また、圧電センサ又はセンサ群は、車両などにおいて計測対象者（乗員、特に運転者）
が着座する座席などに設けてもよい。圧電センサを車両の座席に設ける場合、座席のシー
トクッション及びシートバックの少なくとも一方に設ければ良い。座席に圧電センサ又は
センサ群を配置する場合、標準偏差σが予め設定した基準値以上となっている間、計測値
を記録するようにすればよく、これにより、不必要なデータ（乗員が着座していない状態
におけるデータ）が記録されてしまうのを抑制できる。
【０１０８】
　車両などの座席に圧電センサ又はセンサ群を配置することで、計測対象者としての運転
者について心拍、呼吸、体動等を計測できて、運転者が居眠りしやすい体調状態であるか
の体調、体調の変化を計測できる。また、車両の座席に運転者の体動を計測する際には、
記録部と共に警告部を設け、運転者の体調状態に応じて警告等を行うことで、運転者の覚
醒を図ることが、車両の安全走行において好ましい。
【０１０９】
　さらに、第１の実施の形態から第３の実施の形態では、人を計測対象として、計測対象
者が圧する振動を直接的又は間接的に計測した。しかしながら、計測対象は、人（計測対
象者）に限らず、動物などの生体であってもよく、圧電センサ３０を動物などに設けるこ
とで、動物が発する振動の計測を行ってもよい。これにより、生体の体調や体調変化の計
測に用いることができる。
【０１１０】
　また、本発明は、生体の振動等を計測するのに限らず、振動を発するか又は振動が生じ
る各種の部材を計測対象として、計測対象の発する振動又は計測対象に生じる振動の計測
を行ってもよい。特に、圧電センサ３０は、一対の電極間に生じる電位差が、環境温度の
影響を受けないので、高温の環境下、低温の環境下に限らず温度変化の大きい環境下にお
ける計測対象の振動等を高精度に計測できる。
　本発明において、計測対象とする部材に制限はないが、例えば、ソファー、椅子、デス
ク（机）、テーブル、便座、マッサージチェアー、ベッド、ベッドパッド、カーペット、
各種のかご、マスク、包帯、ロープ、ぬいぐるみ、各種ネット、バスタブ、壁（壁材）、
床（床材）、窓（窓材、窓枠）、ドア、ドアノブ、パソコン、マウス、キーボード、プリ
ンタ、各種の筐体、ロボット、各種の楽器、義手や義足、自転車、スケートボード、ロー
ラスケート、ゴムボールなどの各種のボール、シャトルコック、自転車や各種機器のハン
ドル、各種機器のペダル、釣竿、釣用の浮き、釣用リール、釣竿受け、ルアー、各種のス
イッチ、金庫、柵、ＡＴＭ、取っ手、ダイアル、橋や建物などの各種の構造物、トンネル
などを適用できる。また、圧電センサ３０が設けられる計測対象は、化学反応容器、空圧
機器、油圧機器及びそれらに接続された配管を適用でき、モータ、電磁ソレノイド、ガソ
リンエンジンが適用できる。計測対象とする部材の振動を計測することで、計測対象が正
常に動作しているか否かの動作状態や、計測対象に外部から力は加えられていないか否か
の計測を行うことができ、計測結果に応じてアラーム等の報知を行うことで、計測対象に
生じた異常等を把握できる。
【符号の説明】
【０１１１】
１０、４０、６０　　生体情報計測システム
１２、４２、６２　　生体情報計測装置
１４　　記録装置
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１６、４４、６４　　計測部
１８、４６、６６　　演算処理部
２０、４８、６８　　判定部
３０（３０Ａ、３０Ｂ）　　圧電センサ
３２　　内部導体
３４　　外周導体
３６　　圧電体
３８、３８Ａ、３８Ｂ　　センサ群
Ｂ　　乳児
Ｂｗ　　ベビーウェア
Ｕｗ　　アンダーウェア

【図１】 【図２】
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